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衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
「
送
還
忌
避
・
長
期
収
容
問
題
の
解
決
に
向
け
た
提
言
」
の
う
ち
送
還
を
促
進
す
る
た
め
の
措

置
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
「
送
還
忌
避
・
長
期
収
容
問
題
の
解
決
に
向
け
た
提
言
」
の
う
ち
送
還
を
促
進
す
る
た
め

の
措
置
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

退
去
強
制
を
受
け
る
者
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」

と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
国
に
送
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
本
人
の
希
望
に
よ
り
、
同
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
国
（
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
国
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
送
還
さ
れ
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
て
お

り
、
御
指
摘
の
「
退
去
を
強
制
さ
れ
て
も
行
き
先
が
な
い
」
者
に
該
当
す
る
も
の
は
な
く
、
「
前
項
の
問
題
の
根
本
的
な
解

決
に
な
ら
な
い
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

二
の
１
に
つ
い
て 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
「
収
容
・
送
還
に
関
す
る
専
門
部
会
」
（
以
下
「
専
門
部
会
」
と
い
う
。
）
第

二
回
会
合
で
配
付
し
た
「
６
月
以
上
の
被
収
容
者
に
関
す
る
統
計
」
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
収
容
期
間
が
六
か
月
以
上

の
被
収
容
者
の
数
が
近
年
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
被
収
容
者
の
大
部
分
が
送
還
忌
避
者
に
当
た
る
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
送
還
忌
避
者
が
以
前
と
比
べ
て
増
加
し
て
い
る
と
の
認
識
の
下
で
、
同
年
十
月
二
十
一
日
に
開
催



 

２ 

 

さ
れ
た
専
門
部
会
第
一
回
会
合
で
配
付
し
た
「
第
７
次
出
入
国
管
理
政
策
懇
談
会
に
お
け
る
「
収
容
・
送
還
に
関
す
る
専
門

部
会
」
の
開
催
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
送
還
忌
避
者
の
増
加
や
収
容
の
長
期
化
を
防
止
す
る
た
め
の
方
策
」
が
専
門
部

会
に
お
け
る
検
討
課
題
で
あ
る
旨
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。 

二
の
２
に
つ
い
て 

 
 

退
去
強
制
を
受
け
る
者
が
自
ら
本
邦
を
退
去
す
る
意
思
が
な
い
旨
を
表
明
し
て
い
る
場
合
に
は
、
入
国
警
備
官
が
、
必
要

に
応
じ
て
、
そ
の
理
由
等
に
つ
い
て
そ
の
者
か
ら
事
情
聴
取
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
分
析
し
て
い
る
。 

三
の
１
に
つ
い
て 

 
 

法
務
省
入
国
管
理
局
（
当
時
）
が
発
行
し
た
平
成
二
十
四
年
か
ら
平
成
三
十
年
ま
で
の
各
年
版
「
出
入
国
管
理
」
及
び
出

入
国
在
留
管
理
庁
が
発
行
し
た
令
和
元
年
版
「
出
入
国
在
留
管
理
」
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
平
成
二
十
三
年
か
ら
平
成
三

十
年
ま
で
の
各
年
の
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
「
理
由
な
し
」
の
裁
決
の
件
数
に
対
す
る
各
同
年
の
「
法
務
大
臣
が
在
留
を

特
別
に
許
可
し
た
件
数
」
の
割
合
は
、
お
お
む
ね
御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。 

三
の
２
に
つ
い
て 

 
 

退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
三
の
１
の
割
合
の
減
少
傾
向
と
送
還
忌
避
者
の
発
生
と
の
間
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
は



 

３ 

 

認
識
し
て
い
な
い
。 

三
の
３
に
つ
い
て 

 
 

在
留
特
別
許
可
の
許
否
の
判
断
に
つ
い
て
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
、
「
諸
般
の
事
情
」
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
行
う
と
い

う
判
断
方
法
を
変
更
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
在
留
特
別
許
可
の
透
明
性
及
び
公
平
性
の
更
な
る
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
、
平

成
十
八
年
十
月
に
在
留
特
別
許
可
の
許
否
の
判
断
に
当
た
り
考
慮
す
る
事
項
を
明
示
し
た
「
在
留
特
別
許
可
に
係
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
を
策
定
し
、
そ
の
後
、
平
成
二
十
一
年
七
月
に
は
当
該
事
項
を
よ
り
具
体
化
す
る
た
め
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
改

訂
し
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
難
民
認
定
数
及
び
難
民
認
定
率
は
、
難
民
条
約
（
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
及
び
難
民
の
地
位
に
関
す
る

議
定
書
）
締
結
国
の
中
で
も
著
し
く
低
い
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
大
量
の
難
民
・
避
難

民
を
生
じ
さ
せ
る
国
と
の
地
理
的
要
件
な
ど
各
国
の
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
国
と
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は

適
切
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
五
十
六
年
条

約
第
二
十
一
号
。
以
下
「
難
民
条
約
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
又
は
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
（
昭
和
五
十
七
年



 

４ 

 

条
約
第
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
難
民
条
約
の
適
用
を
受
け
る
者
を
、
難
民
認
定
申
請
（
入
管
法
第
六
十
一
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
難
民
の
認
定
の
申
請
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
に
よ
り
個
別
に
審
査
し
、
適
切
に
難
民
と
認
定

し
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

平
成
二
十
八
年
か
ら
平
成
三
十
年
ま
で
の
間
に
難
民
の
認
定
を
し
な
い
処
分
後
に
行
わ
れ
た
難
民
認
定
申
請
に
お
い
て
難

民
と
認
定
し
た
者
（
審
査
請
求
（
入
管
法
第
六
十
一
条
の
二
の
九
第
一
項
の
審
査
請
求
を
い
い
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行

に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

入
管
法
第
六
十
一
条
の
二
の
九
第
一
項
の
異
議
申
立
て
を
含
む
。
）
手
続
に
お
い
て
認
定
し
た
者
を
含
む
。
）
の
数
は
五
人

（
速
報
値
）
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
者
は
い
ず
れ
も
、
前
回
の
難
民
認
定
申
請
に
係
る
難
民
の
認
定
を
し
な
い
処
分
後

に
判
明
し
た
新
た
な
事
情
に
よ
っ
て
難
民
と
認
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 


